
次期推進計画策定要領について

主な見直し のポイ ント

新計画の理念（ 案）

計画期間 ・ 令和７ ～ 11 年度の５ 年を１ 期 と し て策定

項目 ・ 法改正の内容等を踏ま え体系を見直すと と も に、 現行の11項目を13項目と する 。
※「 支援を必要と する 妊産婦等の支援に向けた取組」 「 障害児入所施設における
支援」 を新設
・ 家庭養育優先原則と パーマネンシー保障の理念に基づく 支援の在り 方を 中心に。

計画記載事項 ・ 各項目ごと に「 現行計画の達成見込み・ 要因分析の内容等」 の記載を求める 。
・ 「 資源の必要量等の見込み」 「 現在の整備・ 取組状況等」 「 整備すべき 見込量
等※」 の記載を求める 。
※「 整備・ 取組方針等」 と し て具体的に記載する こ と を 求める 。

評価のための
指標

・ 現行の策定要領においては、 評価のための指標は例示と なっ ている と こ ろ 、 次
期計画では、 各項目ごと に統一的な「 評価のための指標」 を 設定
・ 計画の進捗について、 毎年度、 当該指標等によ り 自己点検・ 評価を 求める 。
・ 国は、 都道府県の取組の進捗について、 毎年度、 分析・ 評価 し て公表

・ 令和４ 年改正児童福祉法において、 児童等に対する 家庭及び養育環境の支援を強化し 、 児童の
権利の擁護が図ら れた児童福祉施策を推進する ための改正
・ ま た、 こ れに先立つ「 令和３ 年度社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会 」 報告書
（ 令和４ 年２ 月） においては、 都道府県社会的養育推進計画について、 資源の計画的な整備方
針のための計画と すべき こ と 等が指摘さ れている 。

見直し の背景

資料６
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次期推進計画策定要領について

■こ ど も の意見の反映

・ 子ど も ・ 子育て支援事業計画等、 関連する 計画と の整合性を 図る 必要がある 。

・ 計画の策定は、 里親・ フ ァ ミ リ ーホームや施設等の関係者の幅広い参画の下に行う こ と 。
特に、 当事者である こ ど も （ 社会的養護経験者を 含む） を 計画策定委員会等の委員に複数
名選任し た上で意見聴取を 行う と と も に、 里親・ フ ァ ミ リ ーホームや施設等に在籍し てい
る こ ど も に対し てヒ アリ ングやアンケート によ る 意見聴取を行い、 それら の内容を 十分に
反映する こ と 。

■他計画と の整合性

・ 策定に当たっては、 こ ど も と 家庭に最も 身近な市区町村の意見を反映する 必要がある 。
ま た、 指定都市や児童相談所設置市が所在する 都道府県においては、 都道府県と 児童相談
所設置市等と が連携・ 調整し て計画を 策定する 必要がある （ 児童相談所設置市等が単独で
計画を策定する 場合においても 同様） 。

■市区町村と の連携・ 調整

計画策定に当たっての留意事項
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次期推進計画策定要領について

(1)都道府県における 社会的養育の体制整備の基本的考え方及び全体像

・ 計画策定に当たっては、 当事者である こ ど も や市区町村の意見の反映、 子ど も ・ 子育
て支援事業計画等と の整合性を図る こ と が必要
・ 計画策定の際は、 都道府県児童福祉審議会等の合議制の会議への意見聴取を行う 。 ま
た、 毎年度、 評価のための指標等によ り 自己点検・ 評価を実施し 、 その結果を当該会議
へ報告する など 、 適切にＰ Ｄ Ｃ Ａ サイ ク ルを運用する こ と が必要

(2)当事者である こ ど も の権利擁護の取組（ 意見聴取・ 意見表明等支援等）

・ こ ど も の権利擁護に係る 環境整備、 措置や一時保護決定時等の意見聴取等措置 、 さ
ら にはこ ど も の意見表明等支援事業の創設等、 こ ど も の権利擁護に関する 取組を進めて
いく こ と が必要

(3)市区町村のこ ど も 家庭支援体制の構築等に向けた都道府県の取組

・ 児童相談所は、 家庭維持に向け適切に在宅指導措置を行う と と も に、 事例によ っては、
市区町村に対し て在宅指導措置の委託を行い、 効果的にこ ど も や保護者に対する 支援を
実施する こ と が必要
・ 市区町村のこ ど も 家庭センタ ー によ る 相談支援を通じ て、 虐待等に至る 前の予防的
支援や、 親子関係の再構築に向けた支援の効果的な実施が必要

項目ごと の基本的考え方
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次期推進計画策定要領について

(4)支援を必要と する 妊産婦等の支援に向けた取組（ 新規）

・ 支援を必要と する 妊産婦等に対し ては、 家庭支援事業によ る 支援のほか、 妊産婦等生
活援助事業によ り 、 支援の入口から 妊産婦等と の関係を築き ながら 、 ニーズに応じ た多
機能な支援を包括的に提供する こ と が必要

(5)各年度における 代替養育を必要と する こ ど も 数の見込み

・ 現行計画の代替養育を必要と する こ ど も 数の見込みについて、 近年の児童虐待相談対
応件数の増加等を踏ま えて時点修正する こ と が必要。 その際、 予防的支援によ る 家庭維
持の見込数、 家庭復帰や親族養育等への移行、 養子縁組の成立の見込数を踏ま えて算出
する こ と が必要

(6)一時保護改革に向けた取組

・ 「 一時保護ガイ ド ラ イ ン」 を踏ま え、 引き 続き 一時保護全般にわたる 見直し や体制整
備を図る こ と が必要
・ 国において策定する 一時保護施設の設備及び運営に関する 基準を踏ま え、 条例で基準
を定め、 必要な環境整備を行う こ と が必要

項目ごと の基本的考え方
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次期推進計画策定要領について

(7)代替養育を必要と する こ ど も のパーマネンシー保障に向けた取組

・ 代替養育が必要なこ ど も に対し ては、 ま ずは里親、 フ ァ ミ リ ーホームの中から 、 こ ど
も にと って最良の養育先と する 観点から 代替養育先を検討。 困難な課題がある こ ど も は、
小規模かつ地域分散化さ れた施設等への入所措置を行う こ と が必要
・ その上で、 家庭に対する 支援を最大限に行って家庭復帰を目指すと と も に、 それが困
難な場合には、 親族等によ る 養育や特別養子縁組等を検討する こ と が必要

(8)里親・ フ ァ ミ リ ーホームへの委託の推進に向けた取組

・ 代替養育を必要と する こ ど も 、 特に就学前の乳幼児期は養子縁組や里親・ フ ァ ミ リ ー
ホームへの委託を原則と する 。
・ 全ての都道府県において、 乳幼児75％以上、 学童期以降50％以上の里親等委託率と
なる よ う 数値目標と 達成期限を設定する 。
・ 里親支援センタ ーにおいて、 一貫し た里親等支援が効果的に実施さ れる よ う 、 設置を
促進する こ と が必要

(9)施設の小規模かつ地域分散化、 高機能化及び多機能化・ 機能転換に向けた取組

・ 専門的ケアを要する 、 又は年長 児で家庭養育に対する 拒否感が強いなど と いう 理由で
施設養育が必要と さ れる こ ど も に対し ては、 地域小規模児童養護施設や分園型小規模グ
ループケアで養育さ れる よ う 、 必要な措置を講ずる こ と が必要
・ 児童家庭支援センタ ー等の併設の検討や家庭支援事業の実施等、 その専門性を多機能
化・ 機能転換を図る 中で発揮する こ と が必要

項目ごと の基本的考え方
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次期推進計画策定要領について

(10)社会的養護自立支援の推進に向けた取組

・ 児童自立生活援助事業の年齢要件等の弾力化や社会的養護自立支援拠点事業の実施等、
社会的養護経験者等の自立支援を推進し ていく こ と が必要

(11)児童相談所の強化等に向けた取組

・ 児童相談所の設置を検討し ている 中核市・ 特別区に対し ては、 その円滑な設置に向け、
人材育成等の必要な支援を行う こ と が必要
・ 「 新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラ ン」 に沿って、 児童福祉司等の増員や弁
護士の配置等によ る 法的対応体制の強化、 職員への研修の実施等によ る 専門性の向上の
ほか、 こ ど も 家庭ソ ーシャ ルワ ーカー資格の取得促進を図る こ と が必要

(12)障害児入所施設における 支援（ 新規）

・ 障害児入所施設においても 、 被虐待児童が一定割合生活し ている 。 障害児入所施設に
おいては、 障害に対する 正確な理解と 障害特性に応じ た環境の提供に加え、 でき る 限り
良好な家庭的環境の下で支援を行う こ と が必要

項目ごと の基本的考え方
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